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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ボールミル装置の容器に設けられたサンプルポ
ートを開閉する蓋体の損傷を抑え、サンプルポートの確
実な開閉を実現するボールミル装置を提供する。
【解決手段】原料粉末とボールが収納される円筒状の容
器１と、容器を回転操作する回転駆動機構とを備える。
容器には、当該容器に収納された原料粉末を取り出すた
めのサンプルポート１５が設けられるとともに、サンプ
ルポートを開閉する蓋体１７とが設けられている。サン
プルポートには、容器の内外を貫通し、容器の内方に向
かってする縮径するテーパ状の開口部１６が形成され、
蓋体には、開口部に嵌合して当該開口部を閉塞する開口
部に対応した形状の先端に向かって縮径するテーパ状の
嵌合部１９が設けられ、嵌合部の基端部側にサンプルポ
ートに固定される固定部２０とが形成されている。蓋体
は、嵌合部を開口部に嵌合し、固定部をサンプルポート
に固定して取り付けられる。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　原料粉末とボールが収納される円筒状の容器と、上記容器を回転操作する回転駆動機構
とを備えるボールミル装置において、
　上記容器には、当該容器に収納された原料粉末を取り出すためのサンプルポートが設け
られるとともに、上記サンプルポートを開閉する蓋体とが設けられてなり、
　上記サンプルポートには、上記容器の内外を貫通し、上記容器の内方に向かってする縮
径するテーパ状の開口部が形成され、
　上記蓋体には、上記開口部に嵌合して当該開口部を閉塞する上記開口部の形状に対応し
た先端に向かって縮径するテーパ状の嵌合部を設けるとともに、上記嵌合部の基端部側に
上記サンプルポートに固定される固定部とが形成されてなり、
　上記蓋体は、上記嵌合部を上記開口部に嵌合し、上記固定部を上記サンプルポートに固
定して上記サンプルポートに取り付けられることを特徴とするボールミル装置。
【請求項２】
　上記蓋体の嵌合部の先端面は、上記開口部に嵌合して当該開口部を閉塞したとき、先端
面が上記容器の内周面と一連に連続する面を形成するように形成されていることを特徴と
する請求項１記載のボールミル装置。
【請求項３】
　上記蓋体は、少なくともの上記嵌合部を超硬合金により形成したことを特徴とする請求
項１又は２に記載のボールミル装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、炭化タングステン（ＷＣ）粒子をＣｏ等の遷移金属で結合した超硬合金用の
原料粉末やその他の合金の原料粉末を粉砕又は混合するために用いられるボールミル装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金属材料の切削や研削用の加工工具、さらには金型の素材として、炭化タングス
テン（ＷＣ）粒子をＣｏ等の遷移金属で結合したＷＣ基超硬合金が用いられている。
【０００３】
　この種の超硬合金は、一般に、次のような工程で製造される。まず、超硬合金の構成材
料であるＷＣ粉末とＣｏ粉末とを混合した原料粉末に溶剤を添加して粉砕混合する。溶剤
が添加されスラリー状とされた原料粉末は、粉砕混合された後、乾燥工程で乾燥される。
次に、原料粉末が、金型を用いて所定の形状に成形される。この成形工程で製造された成
形体は、焼成されることにより超硬工具等の素材として用いられる超硬合金となる。
【０００４】
　ところで、超硬合金の原料粉末やその他の原料粉末を微粉末に粉砕しながら混合するた
め、ボールミル装置が用いられている。この種のボールミル装置として、特開２００６－
１１１９０９号公報（特許文献１）に記載されるようなものがある。
【０００５】
　特許文献１に開示されるボールミル装置は、原料粉末と粉砕用のボールが収納される容
器と、この容器を回転する回転駆動機構とを備える。容器は、円筒状に形成されている。
回転駆動機構は、一対の回転軸を互いに平行としたローラ機構を備える。ローラ機構は、
駆動モータにより回転操作される。容器は、ローラ機構のローラ上に載置される。そして
、容器は、ローラが駆動モータにより回転駆動されることにより全体が回転操作される。
なお、ボールは、ステンレス鋼、アルミナ等の金属により形成されている。
【０００６】
　そして、ボールとともに容器に収納された超硬合金等の原料粉末は、容器がが回転操作
されることにより、容器内でボールとともに混合されながらボールと衝突することにより
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粉砕混合される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１１１９０９号公報
【特許文献２】特許第３７６２７７７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、ボールミル装置の容器には、容器に投入された原料粉末の粉砕混合の状態を
確認することを可能とするため、原料粉末の一部を試料として取り出すためのサンプルポ
ートが設けられている。サンプルポートは、通常、着脱自在に取り付けられる蓋体により
閉塞されている。サンプルポートは、容器に収納された原料粉末の一部を取り出すための
ものであるので、容器の内外を貫通する開口部を有する。この開口部は、容器の内外に亘
って同径の円筒状に形成されている。
【０００９】
　サンプルポートを閉塞する蓋体は、開口部に嵌合する円柱状の嵌合部と、サンプルポー
トの一部に固定される固定部を備える。蓋体は、嵌合部を開口部に嵌合し、固定部をサン
プルポートの一部に固定してサンプルポートに取り付けられる。このとき、嵌合部の先端
側は、開口部を介して容器の内部に臨まされる。
【００１０】
　このボールミル装置において、原料粉末及びボールが収納された容器を回転操作すると
、原料粉末やボールがサンプルポートの開口部に嵌合した蓋体の嵌合部に衝突し、この嵌
合部にバリ等の突起を生じさせてしまう。嵌合部の先端部に発生したバリ等の突起は、嵌
合部と開口部の内周面との間に食い込みあるいは脱落することにより、蓋体のサンプルポ
ートからの取り外しを困難としてしまう。
【００１１】
　そこで、本考案は、ボールミル装置の容器に設けられたサンプルポートを開閉する蓋体
の損傷を抑え、サンプルポートの確実な開閉を行うことができるボールミル装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述のような目的を達成するために提案される本考案は、原料粉末とボールが収納され
る円筒状の容器と、上記容器を回転操作する回転駆動機構とを備えるボールミル装置にお
いて、上記容器に、当該容器に収納された原料粉末を取り出すためのサンプルポートを設
けるとともに、上記サンプルポートを開閉する蓋体とを設ける。そして、上記サンプルポ
ートには、上記容器の内外を貫通し、上記容器の内方に向かってする縮径するテーパ状の
開口部を形成し、上記蓋体には、上記開口部に嵌合して当該開口部を閉塞する上記開口部
に対応した形状の先端に向かって縮径するテーパ状の嵌合部を設けるとともに、上記嵌合
部の基端部側に上記サンプルポートに固定される固定部とを形成する。上記蓋体は、上記
嵌合部を上記開口部に嵌合し、上記固定部を上記サンプルポートに固定して上記サンプル
ポートに取り付けられる。
【００１３】
　ここで、蓋体の嵌合部の先端面は、上記開口部に嵌合して当該開口部を閉塞したとき、
先端面が上記容器の内周面と一連に連続する面を形成するように形成する。
【００１４】
　本考案に用いられる蓋体は、少なくともの上記嵌合部を超硬合金により形成する。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案は、ボールミル装置の容器に設けたサンプルポートの開口部を閉塞する蓋体の嵌
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合部を、テーパ状に形成された開口部に対応する先端に向かって縮径するテーパ状に形成
しているので、容器の内部に臨み原料粉やボールと衝突する嵌合部の先端部が最も細径と
されている。そのため、蓋体をサンプルポートから取り外すとき、蓋体が外方に向かって
移動するに従い嵌合部と開口部との間隔が大きくなるので、嵌合部の先端部に原料粉やボ
ールが衝突して発生するバリ等の微小突起や、容器内で粉砕された原料粉末の一部が嵌合
部と開口部との間に食い込み蓋体の取り外しを阻害するようなことが防止できる。
【００１６】
　そして、蓋体の嵌合部は、サンプルポートの開口部に嵌合し、この開口部を閉塞したと
き、先端面が容器の内周面と一連に連続する面を構成するように形成れているので、容器
内で粉砕混合される原料粉やボールの衝突によりバリ等の微小突起の発生を抑えることが
でき、安定した蓋体の着脱を行うことができる。
【００１７】
　さらに、サンプルポートの開口部を閉塞する嵌合部を、硬度の高い超硬合金により形成
することにより、超硬合金の原料粉末を粉砕混合するときにも、嵌合部の損傷を抑えるこ
とができ、蓋体の取り外しを確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本考案に係るボールミル装置を示す斜視図である。
【図２】上記ボールミル装置の平面図である。
【図３】上記ボールミル装置の正面図である。
【図４】ボールミル装置の容器に設けたサンプルポートを蓋体により閉塞した状態を示す
断面図である。
【図５】サンプルポートを閉塞する蓋体を示す斜視図である。
【図６】サンプルポートから蓋体を取り外す状態を示す断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本考案に係るボールミル装置の実施に形態を図面を参照して説明する。本実施の
形態は、炭化タングステン（ＷＣ）粒子をＣｏ等の遷移金属で結合したＷＣ基超硬合金や
、その他の超硬合金の原料粉末の粉砕に用いて有用なボールミル装置であって、図１～図
３に示すように、原料粉末とボールが収納される容器１と、この容器１を回転する回転駆
動機構２とを備える。
【００２０】
　本実施の形態のボールミル装置を構成する容器１は、図１～図３に示すように、ステン
レス鋼等の金属を用いて円筒状に形成されている。容器１の内部には、図示しないが、原
料粉とともにボールが収納され、原料粉を粉砕混合する原料粉粉砕室が設けられている。
そして、容器１の一方の側面部には、原料粉粉砕室に原料粉とボールを投入するための原
料粉投入口が設けられている。原料粉投入口は、開閉蓋３により閉塞される。
【００２１】
　容器１を回転操作する回転駆動機構２は、図１～図３に示すように、容器１が載置され
るローラ機構を備える。このローラ機構は、それぞれ一対のローラ５，６を取り付けた一
対の回転軸７，８を備える。一対の回転軸７，８は、互いに平行に架台４上に配設され、
両端部を架台４上に取り付けた軸受け９，１０に回転自在に支持されている。これら回転
軸７，８には、図示しないが駆動モータが連結され、この駆動モータにより回転駆動され
る。
【００２２】
　円筒状に形成された容器１は、回転駆動機構２を構成する一対の回転軸７，８にそれぞ
れ取り付けられたローラ５，６上に載置される。なお、各ローラ５，６は、容器１の両端
部側をそれぞれ支持し得るように回転軸７，８に取り付けられている。
【００２３】
　容器１は、駆動モータが駆動され、回転軸７，８と一体にローラ５，６が回転駆動され
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ることにより、これらローラ５，６から回転駆動力がが伝達されて回転操作される。
【００２４】
　ところで、容器１は、ステンレス鋼等の金属形成され、その内部には質量の大きな超硬
合金の原料粉末と金属製のボールが収納されるので大きな重量を有する。そのため、容器
１は、ローラ５，６上に載置するのみで、これらローラ５，６からの回転駆動力が伝達可
能となる。
【００２５】
　なお。ローラ５，６上に載置された容器１の両端面部は、図１～図３に示すように、架
台４上に設けられた支持ローラ１１，１２により支持され、回転軸７，８と平行な方向へ
の移動が規制されている。これら支持ローラ１１，１２は、容器１が回転する方向の接線
方向に回転するように架台４上に支持されている。
【００２６】
　また、架台４上には、ローラ５，６上で回転操作される容器１が架台４から脱落するこ
とを防止する４本の支柱１３が、容器１の両端部の両側を支持する位置に取り付けられて
いる。
【００２７】
　ところで、本実施の形態においては、容器１の胴体部１ａを構成する周面には、図１～
図３に示すように、容器１に投入された原料粉末の一部を取り出すためのサンプルポート
１５が設けられている。このサンプルポート１５は、図１、図４に示すように、容器１の
胴体部１ａのほぼ中央部に位置して、胴体部１ａから突出するように形成されている。
【００２８】
　サンプルポート１５は、図４に示すように、筒状に形成され、中心部に、容器１の内外
に亘って連通する開口部１６が形成されている。この開口部１６は、容器１の内方に向か
ってする縮径するテーパ状に形成されている。
【００２９】
　なお、サンプルポート１５の容器１の内部に臨む先端面１５ａは、図４に示すように、
円弧面として形成された容器１の内周面１ａと一連に連続する円弧面を形成するように、
容器１の内周面１ａと曲率を一致させた円弧面として形成されている。
【００３０】
　サンプルポート１５の基端部には、サンプルポート１５を閉塞するための蓋体１７が固
定される蓋固定部１８が設けられている。蓋固定部１８は、開口部１６の外周囲を囲むフ
ランジ部として形成されている。
【００３１】
　サンプルポート１５は、このサンプルポート１５に着脱自在に取り付けられる蓋体１７
により閉塞される。蓋体１７は、図４及び図５に示すように、サンプルポート１５の開口
部１６に嵌合し、開口部１６を閉塞する嵌合部１９が設けられている。嵌合部１９は、サ
ンプルポート１５の開口部１６に密接して嵌合し得るように、開口部１６の形状に対応す
る先端に向かって縮径するテーパ状に形成されている。
【００３２】
　また、嵌合部１９の上端部には、嵌合部１９を開口部１６に嵌合して蓋体１７をサンプ
ルポート１５に取り付けたときに、蓋体１７をサンプルポート１５の蓋固定部１８に固定
するための固定部２０が形成されている。蓋体１７は、嵌合部１９を開口部１６に嵌合し
てサンプルポート１５に取り付けたとき、固定部２０が蓋固定部１８に当接する。ここで
、蓋体１７は、固定部２０と蓋固定部１８との間が固定ネジ２１により固定されることに
よりサンプルポート１５に固定される。
【００３３】
　ところで、蓋体１７の嵌合部１９の先端面１９ａは、図４に示すように、嵌合部１９が
開口部１６に嵌合してこの開口部１６を閉塞したとき、容器１の内周面１ａと一連に連続
する面を形成するように形成されている。本実施の形態にあっては、嵌合部１９の先端面
１９ａは、サンプルポート１５の先端面１５ａと同様に、図４に示すように、円弧面とし
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て形成された容器１の内周面１ａと一連に連続する円弧面を形成するように、容器１の内
周面１ｂと曲率を一致させた円弧面として形成されている。したがって、本実施の形態に
おいては、蓋体１７により閉塞されるサンプルポート１５の先端部側は、容器１の内周面
１ｂに一連に連続した面とされる。
【００３４】
　また、蓋体１７は、炭化タングステン（ＷＣ）粒子をＣｏ等の遷移金属で結合したＷＣ
基超硬合金により形成されている。
【００３５】
　上述したような構成を備えた本実施の形態のボールミル装置は、例えば、炭化タングス
テン（ＷＣ）粒子をＣｏで結合するＷＣ基超硬合金の原料粉末と粉砕用のボールとともに
容器１内に収納し、回転駆動機構２を駆動して容器１をローラ５，６上で回転操作すると
、容器１の回転により発生する遠心力により原料粉とボールとが衝突しながら容器１を転
動することにより原料粉の粉砕が行われながら均一な混合が行われる。
【００３６】
　なお、原料粉末の粉砕混合を行うときには、サンプルポート１５には蓋体１７が取り付
けられ、閉塞されている。
【００３７】
　そして、容器１を所定時間回転操作したとき、容器１に収納した原料粉の一部を取り出
し粉砕状況の確認が行われる。このとき、容器１の回転が止められ、サンプルポート１５
に取り付けられた蓋体１７の取り外しが行われる。サンプルポート１５から蓋体１７を外
して開口部１６を開け、容器１に収納された原料粉の一部を検査用の試料として取り出し
、粉砕状態の確認が行われる。
【００３８】
　ところで、本実施の形態のボールミル装置において、原料粉とボールを収納した容器１
を回転操作して原料粉の粉砕混合を行うとき、原料粉とボールが、サンプルポート１５の
開口部１６に嵌合して容器１の内部に臨む蓋体１７の嵌合部１９の先端部に衝突する。嵌
合部１９は、極めて硬度の高い超硬合金により形成されているので、原料粉やボールの衝
突による損傷を受けにくく、バリ等の発生を抑え、変形を防止することができる。そのた
め、サンプルポート１５を閉塞する蓋体１７の取り外しを円滑に行うことができる。
【００３９】
　また、超硬合金により形成した蓋体１７であっても、原料粉の粉砕時に、嵌合部１９の
先端部に原料粉やボールが衝突し、バリ等の微小突起が発生することがある。本実施の形
態のボールミル装置にあっては、サンプルポート１５に形成した開口部１６の形状を容器
１の内方に向かってする縮径するテーパ状とし、この開口部１６に嵌合する嵌合部１９の
形状をサンプルポート１５の開口部１６の形状に対応する先端に向かって縮径するテーパ
状としているので、図６に示すように、嵌合部１９を開口部１６から引き出すに従い、嵌
合部１９の外周面と開口部１６の外周面との間隔が大きくなるので、嵌合部１９の先端部
に微小突起等が発生しても、嵌合部１９の開口部１６の抜き出しを著しく阻害することな
い。
【００４０】
　さらに、蓋体１７をサンプルポート１５から取り外すときに、開口部１６と嵌合部１９
との原料粉の一部が侵入しても、原料粉が開口部１６と嵌合部１９との間に食い込み蓋体
１７の回転を困難とすることなく、蓋体１７のサンプルポート１５からの取り外しを容易
に行うことを可能とする。
【００４１】
　上述したように、本実施の形態のボールミル装置は、サンプルポート１５を閉塞する蓋
体１７の取り外しを容易に行うことができるので、原料粉の粉砕の途中で容器１に収納さ
れた原料粉の一部を容易に取り出して粉砕状況の確認を行う作業を迅速に行うことができ
、能率よく原料粉の粉砕を行うことができる。
【００４２】
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　さらに、サンプルポート１５を開閉する蓋体１７の耐久性を向上できるので、ボールミ
ル装置自体の耐久性を向上できる。
【００４３】
　上述した実施の形態では、蓋体１７の全体を超硬合金により形成した例を示したが、容
器１内の原料粉やボールと接触する嵌合部１９のみを超硬合金により形成したものであっ
てもよい。
【００４４】
　本考案は、上述したような超硬合金の原料粉末の粉砕に限られることなく、各種の合金
等の金属、さらにはその他の素材を粉砕するボールミル装置に適用できる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　容器、３　回転駆動機構、４　ローラ機構、５，６　ローラ、７，８　回転軸、１
５　サンプルポート、１６　開口部、１７　蓋体、１８　蓋固定部、１９　嵌合部、１９
ａ　嵌合部の先端面、２０　固定部

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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